




































































     



オンラインセミナー 受講報告 

 

日本共産党燕市議員団 長井由喜雄 

 

「社会の変化と保育園のあり方〜公的責任をもとに考える」 

2025年 2月 2日 10:30〜16:30 

 

1.プログラムは添付の通り 

 
 

2.受講の報告 

 

講演 1「デジタル化は保育・教育に何をもたらすのか？」児美川孝一郎（法政大学） 

 近年における保育・教育界でのデジタル化の状況を学ぶとともに、主にデジタルデバイスの普

及について国の意図について重要な情報を得ることができた。 

 日本では、学校においては「パソコン教室があって関係する授業の時に児童生徒が利用し、パ

ソコン操作などを学ぶ」ことであったはずが、突然にして「1 人 1 台端末を」と国が言い出した中

で各自治体のおいて端末の導入が急がれてきた。これは自治体や学校現場では振ってわいたよう

な話ではなかったか。講演では「 GIGAスクール構想」が 2018年 12月に「安心と成長の未来を開

く総合経済対策」のもとに端末の製造企業が名を連ねる中で経済産業省が主導して始まったこと

が明らかにされた。経産省との関連では、経団連の「新たな経済社会の実現に向けて〜

『Society5.0』の深化による経済社会の革新」、そして政権を担っていた安倍首相による 2018 年 6

月に出された「未来投資戦略 2017」が根幹にあることが示された。 

 一方で、諸外国を見ると、先進的にデジタル化に取り組んだオーストラリアでは 7 歳から 11 歳

児童において、「紙の方が集中できる」ことが判明し「紙の教科書を読み、自らノートに書き写

す方が内容をしっかり把握できる」としてデジタル教科書の利用を止めた。さらにスウェーデン

でも「端末重視で学力が低下」したと報告されている。 

 現在当市においても端末の児童生徒分の総入れ替えが始まったが、国言いなりではなく、現状

を把握しながら教育行政を進めることが必要であると感じている。 

 

講演 2「保育、こんなときどうする？」清水玲子（保育実践研究会） 

 本講演は保育実践の日常の中で、子どもの言葉や行動などから親の子育てと就労をめぐっての

具体出なども紹介されながら進められた。 

 保育環境は低年齢からの保育、早朝・延長保育、幼保が混在されたような形態で増えつつある

こども園など 100園あったら 100通りの保育と、その背景にも同様の保護者の子育てがある。 

 燕市においては、現在公立保育園 11 園、私立保育園 4 園、地域型保育施設 3 園の他、公立の認

定こども園が 2 園、私立こども園が 5 園と合わせて 25 の保育施設で幼児保育がされ、それぞれ地

域、就労形態、要保育の事情がさまざまな中で各園が特色を出しつつ保育を担っている。何より

子どもの育ちの保障と親の就労の保障が重視されるが、個々の子どもたちの日常の保育の中での

言動に目を向け、寄り添う中で燕市で育つ子どもたちに向き合い、行政の視点から求められるも

のがあるのか、それはどんな事なのかを考えさせられるものであった。 



 

 

オンラインセミナー 受講報告 

日本共産党燕市議団 長井由喜雄 

保育研究所第 44回研究集会 

「社会構造の転換と保育の未来」 

2025年 2月 10日〜13日、17日  

 

1、プログラムは添付の通り 

 

2、受講の報告 

①2月 10日 「子どもの権利、民主主義から保育のあり方を問う」大宮勇雄（福島大学名誉教授） 

 

 政府・文科省は保育施設と小学校との接続教科の下で「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」の導入などを現場に求めてきた。現在はさらに学校での学習で必須の「個々人の能力」を長

期縦断調査で抽出し、政策に生かそうとする動きもある。これが進められてきた 10 年の間に小学

校での不登校やいじめが大きく増加してきた。 

 子どもの側からは「教師との安心・信頼関係」に不安の声が上がり、教師の側からは「子ども

の無気力・無関心」が懸念されている。海外の研究からは、教師との人間関係、友達関係、子ど

ものクラスへの帰属感が学校への円滑な意向に決定的に重要とされていることが紹介された。 

 がん剤の学校教育政策の抜本的な見直しは避けて通れない課題であり、それは現在の保育・教

育現場に共通して生じている保育者・教師の不足、疲弊、実践のゆとりのなさという関係を解決

しなければ実現できない課題であることが示された。 

 燕市においても当然のこと保育の提供、教育の提供がされているわけであるが、共通して支援

が必要な子どもたちの増加が顕著であったり、子どもたちの友達との関係性や「遊び」の変化が

現場の声として上がってくる。子育ての孤立化によって事件性を伴うことも現実的に起きている

中で、背景の把握と行政として目を向けなければならない課題について学ぶことができた。 

 

②2月 11日 シンポジウム「誰でも通園制度にどう立ち向かうべきか」 

逆井直樹（保育研究所）、岩藤智彦（保育研究所）、箕輪明子（名城大学）、伊藤周平（鹿児島

大学）、木下秀雄（大阪市立大学名誉教授）、他 

 

 国は 2026 年度からの本格実施に向けて「こども誰でも通園制度」を試行的に手を上げた自治体

で行っている。この制度は生後 6か月から 3歳未満の未就園児を対象とするもので、京都市におけ

る施行的事業の現状が報告されたほか、基本的背景としての保育情勢、こども誰でも通園制度の

現時点で国が示す内容や問題点などが明らかにされた。 

 自治体や保育施設などでは現在行われている「一時保育」との違いも明確にされていない中で

戸惑いも多い。施行的実施に名乗りを上げた自治体も 118にとどまっている。 

 燕市においても 2026年の春から始まることになる。燕市も 2025年度中に「設備運営基準条例」

の制定が求められることになるが、保育士・保育教諭が圧倒的に少ない状況の中で民間が手を上

げなければ自治体として公立園などを指定して実施することになる。 

 制度の矛盾は多岐にわたり指摘されているが、事前に面談の実施が義務付けられておらず、費

用補償も国が示さない中で「物を預かるのではない。子どもの命を預かることになるのでこれで

いいのか」との声も当然のごとく出されている。さらに自治体をまたいでの広域利用も拒否する

ことはできず、初めて預かる子を時間単位で見なけれはならない保育者の不安は考えるに余りあ

る。 

 制度として半ば強要される形で始まる「こども誰でも通園制度」を、自治体の責任でどこまで

形にすることができるか、当局提案を注視して行かなければならないと思っている。 

 

③2月 12日 「職員配置基準の地域格差と労働条件・保育の現状〜保育条件の向上をめざして」 

蓑輪明子（名城大学）、小尾晴美（中央大学） 

 



 

 

 保育園・こども園の運営費用は、国が定める公定価格による。大きな違いは、都会地域である

か地方地域であるかをはじめ、利用定員によって違いが生じる。それと、１番の違いが出るのが

それぞの自治体によって独自に予算化されている各種補助によるところが大きい。 

 蓑輪明子先生は全国的調査を行い、主に横浜市、名古屋市、札幌市、尼崎市、旭川市での調査

結果をもとにその違いを明確化した。配置基準に係る補助、人件費補助、障害児保育に対する補

助など、全体的経費から職員の労働条件に至る違いや年休取得などに及ぼす影響などを具体的に

示した。 

 保育の質をどう保障するかという観点に立ったとき、自治体の姿勢が明らかとなる。保育士不

足は全国共通のところだが、保育士を確保するための様々な助成の内容によって保育を保障する

環境は大きく異なる。今、日々の保育を確保するために、公立でも私立でも正規の有資格者で賄

えない部分を非正規の職員で補充するが、正規雇用確保数が多い名古屋市では 16 人であるのに対

し、一番少ない旭川市は 8人で、その分非正規雇用率も名古屋は低く、旭川では高いと言うことに

なる。フリー保育士は、クラス担任をはじめ、保育士が休みの時に柔軟性を持って保育にあたる

のが役割だが、フリー保育士の充実度は当然ながら年休取得にも影響していくことになる。 

 保育は児童福祉法によって定められたものだが、これまで言われているように担任一人当たり

の子供の数を示す「配置基準」の低さが保育士の負担を増やしたり、基準では満たない保育者を

当てることによる運営経費の増加など、すでに何十年来言われてきたことがいまだに根本的に改

善されないでいる。さらに輪をかけるように国は公立保育の公定価格を一般財源化し、保育の実

情が反映されないものとなるばかりか、公的保育の確保のために無資格者を３割前後採用するに

至っている。 

 「保育士」は国家資格であり、有資格の保育士や保育教諭によって保育されるのが当然である

べきだが、国は公定価格でそれを保障しないばかりか、通知によって無資格者の割合を３割程度

まで認める始末となっている。 

 子供の育ちを保障し、親の子育てを専門の立場から支援する保育士・保育教諭の役割は大き

い。また地域に根ざす保育施設がその役割を果たすものでなければならない。それを進めるため

にも現状を明らかにし、それを共有し、根本的制度の改善と自治体の支援の拡大がますます重要

となっている。 

 

④2月 13日 「気候変動と向き合うこれからの保育」 丸山啓史（京都教育大学） 

 

 地球の温暖化は言うまでもなく世界的な問題でもあり、また、子供たちが集団で育っていく場

である保育施設でも今や大きな影響を受ける問題となっている。 

 丸山先生は、保育場面だけではなく、人の暮らしの営みという観点ももち、生活の中で欠かせ

ない品々も対温暖化でそれらがどんな影響を及ぼすのかという問題を提起した。 

 保育園やこども園では園庭での外遊びが極端に減っているのは地域の人たちからも感じること

ではないだろうか。夏の時期には水遊びやプール遊びも当たり前にされてきたが、今はプール遊

びも気温と水温を測って熱中症の危険が感じられたら中止となる。自ずと室内での遊びが多くな

ることによって冷房使用が増え、それもまた温暖化に影響するという悪循環を及ぼすことにつな

がっている。 

 言うまでもなく次代の主体者は子供たちだ。脱プラスチック、太陽光をはじめ風力や自然由来

が生み出すエネルギーへの転換、大量生産・大量消費に抵抗する生活、ガソリン主体の車社会の

克服など、私たち大人が意識を持ち取り組みを始めることの重要性を指摘する内容であった。 

 

⑤2月 17日 「社会の変化を振り返り、保育の未来を展望する」 村山祐一（保育研究所） 

 保育研究所所長を長年務めた村山先生は、研究者として 50 年以上保育問題に取組んで来た方

だ。保育の歴史は長いが、半世紀の中で保育の制度をはじめとして大きな変革の道を辿ってき

た。自民党幼児問題調査会が 1979 年 9 月に示した「3 才以下の幼児は家庭で保育すべき」と言う

主張は、政権を担い続けた自民党の保育政策に多大な影響を与えた。 

 臨調行革路線とも相まって、公立保育園の民営化が進められ、児童福祉法では保育に欠ける子

の「保育措置義務」から地方自治体は「保育の実施義務を負う」に後退し、幼稚園保育園を統合

して保育の安上がりに道を開いた「こども園」制度、公立保育園・こども園の運営費については



 

 

公定価格を一般財源化するなど、保育はいくつもの岐路に直面してきた。最近では、来年度から

制度として自治体に実施が迫られる「こども誰でも通園制度」が始まり、自治体では秋頃にその

ための条例制定が求められることになる。SNS によって、情報は全国に県境もなく広まるが、最

近の保育に迫られる制度改変が都会部の事情のみをもって全国にも義務化されることに、公立保

育園を運営する自治体や私立経営者に大きすぎる負担を強いていることを国はいい加減に認識し

てほしいものだ。 

 ほんの 3・4 年前まではケア労働者である保育従事者や介護従事者の人材不足が強調されてい

た。ところが今は全職種での人材不足が叫ばれている。保育や介護は輪をかけて人材の不足が深

刻となっているが、国による有効な施策が示されない中で、自治体が奨学支援金を設けたり、物

価高騰の中での支援策を示して必死に保育の維持に取組んでいるのが現状ではないだろうか。 

 保育士 1 人が担任する子供の数を示す配置基準もようやく３歳児で 1：20 から 1：15 に。4、５

歳児も 1：30から 1：25となったが、いまだに１歳児を 1人の保育士が 6人も受け持つことが「基

準」とされたままであることを国はどう考えているのであろうか。 

 保育は様々な運動の中でなんとか現在の状況を守っている。2019 年には公立保育施設は 35.4％

にまで減っているが、自治体が保育の実施義務を持ち、公立保育施設運営にも積極的に関わって

いることは事実であり、国の保育政策についてもっと積極的に発言していく必要を強く感じてい

るところだ。 


